
動物の輸出入検疫速報（平成21年6月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,495 -
　豚 29 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 464 14

　その他の馬科 - -

　兎 25 6

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -

　その他のかも目の鳥類 - -

　初生ひな（鶏） 47,491 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 13,256

　犬 579 524
　猫 138 178
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 773

（資料）動物検疫所調べ
（注１）解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
（注２）家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,012,689 1,156,350 72,856 67,013 133,330 115 3,442,352

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

50,924,296 73,383,646 2,264,508 16,284 - 401 388,333

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,338,083 - 188,328 44,424 1,062,932 2,414,574 118,896

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

5,792 429,606 836 30,192,031 - 1,197,637 5,034,008

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

23,649,579 2,608,868 195,263,063

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

323,355 44,469 1,003 - - - 54,452

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

2,075,763 310,106 467,969 2,161,956 303 - 236,466

加熱処理その他
の家禽臓器

計

8,100 5,683,942

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,710 494,844 6 496,559

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,135,510 302,399 18,500 53 46,802 - 51,259

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,554,523

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - 16,027 - - 5,724

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

3,150 171,723 - - 196,623

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

148,573 31 - - 148,603

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

81,670 65 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

15,980,600 - 122,761 16,103,361

総計

223,889,028

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年6月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

45,886 44,133 - - - - 2,090

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉

2,097 1,731 5 - 1,210,303 - 30,192

計

1,336,437

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 537 - 2 40,642 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 41,181

殻付卵 液卵 その他の卵 計

53,430 1,008 -  54,438

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,180,206 5,904,418 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 8,084,624

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - 5 - - 26

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 55,683 - - 55,714

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 116,940 116,940

総計

9,572,393

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


